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沼津市消費者教育推進計画 令和６年度 事業計画に関する取組の実績 

 

１ 消費者教育推進上の各主体事業数 

  全 58事業（資料４－１「沼津市消費者教育推進計画 令和６年度 事業一覧」参照） 

 

２ 消費者教育推進上の重点目標別の事業実施状況（再掲含む。資料５－１「沼津市消費者

教育推進計画 令和６年度 重点目標別事業取組状況」参照） 

No. 重点目標 
該当事業数（再掲含む） 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

1 
推進法の趣旨及び「消費者市民

社会」の意義の普及・啓発 
49事業 43事業 44事業 44事業 48事業 

2 
各主体への意識付け及び実

践方法の普及 
28事業 22事業 24事業 29事業 32事業 

3 
高齢者等への啓発と福祉関

係者等との連携強化 
35事業 34事業 36事業 37事業 36事業 

4 
若年者に対する消費者教育

の充実 
51事業 45事業 46事業 46事業 51事業 

5 消費生活センターの拠点化 20事業 20事業 20事業 19事業 18事業 

  計 183事業 計 164事業 計 170事業 計 175事業 計 185事業 

 

３ 令和６年度消費者教育における重点取組の振り返り 

  上記の重点目標別の事業実施状況を踏まえ、以下４つの取組を推進した。 

 

（１）消費者市民社会をふまえた消費生活に関する情報集約・発信…重点目標１，２，５ 

 ○各主体で実施されている各事業について情報を集約。 

 ○市ホームページや市 SNS（Facebookページ等）を活用した情報発信を継続して行う。 

 ○各事業について、消費者教育との関係を整理。 
 
＜主な取組実績＞ 

・沼津市生活安心課 Facebook ページでの随時情報発信を行った。また、沼津市公式 SNS

（Facebook、X(旧 Twitter)、LINE）による情報発信も行った。 

・当センター作成の啓発チラシ「たからっこ通信」や啓発リーフレット等を、消費者協会や

民生委員児童委員等に提供および庁舎内外で配架。 

・広報紙を活用して消費者トラブル防止の啓発を実施（５月は「パソコンを使ったサポート

詐欺」、６月は「ネット通販等での定期購入」、10月は「屋根修理の訪問販売のトラブル」

等について掲載。３月にも「不審電話に関するトラブル」で記事掲載予定）。 

・５月の消費者月間と 12月の消費者被害防止月間にあわせて、庁舎１階掲示板等を活用し、

市民に対して情報発信を実施。また、静岡県東部県民生活センター主催の街頭キャンペー

ン（5/16、12/6）に参加して啓発を実施。 
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（２）高齢者見守りに向けた地域団体、関係各課、地域包括支援センター等との連携強化 

   …重点目標３ 

 ○地域包括支援センターに対し、悪質商法・詐欺等の発生に関する情報共有の強化と出前

講座等啓発活動への協力等を継続要請。消費生活センター啓発チラシの配架依頼。 

 ○公共施設や地区センター等への啓発チラシの配架。 

 ○関係各課が実施するイベント等で啓発チラシの配布。 

 ○悪質電話対策機器購入費等補助事業により、消費者被害の拡大防止に努める。 
 
＜主な取組実績＞ 

・長寿福祉課を通じて６月に地域包括支援センター運営会議にて連携強化の依頼を行った。 

・出前講座：令和７年１月末時点で高齢者向け実施７件 183人 

・悪質電話対策機器購入費等補助事業：令和７年１月末時点で申請件数 158件 

・一人暮らし高齢者等実態調査において啓発チラシ配布（福祉企画課、民生委員・児童委員

協議会協力）、筋力パワーアップ教室等の高齢者関連イベントにおける啓発チラシ送付（長

寿福祉課協力）等を通じ、高齢者への最新のトラブル情報や消費生活センターの周知を図

った。 

 

（３）若年者に対する消費者教育の充実…重点目標４ 

○市内の中学校・高等学校・専門学校等に対し、消費者の相談窓口としての消費生活セン

ターの存在や出前講座、啓発チラシや啓発リーフレット、たからっこ通信の提供等によ

り、事業周知を図る。 

○若年者に対し、昨年度と同様に継続した出前講座開催を図る。（売買契約の基礎やクー

リング・オフ等の消費者保護、成年年齢引下げによる未成年者取消権消失の注意点等。） 

 ○センターに寄せられた若年者からの相談のうち、被害拡大や啓発の必要性があるもの

（通販やインターネットのトラブル等）について、情報発信に努める。 
 
＜主な取組実績＞ 

・６月 15日号の広報紙に、定期購入でのトラブルをテーマに記事を掲載。 

・出前講座：令和７年１月末時点で実施８件 1,733人 

（小学生向け実施２回・154名（放課後児童クラブ２件）） 

（中学生向け実施２回・218名（原中学校３年生、第五中学校２年生） 

（高校生向け実施４回・1,361名） 

≪出前講座実施に向けた関連の取組・実績≫ 

・高等学校については、静岡県東部県民生活センター実施の出前講座希望アンケート結果を 

もとに、当センターで希望校と調整して出前講座を実施した（一部高等学校については静 

岡県東部県民生活センターにて対応）。 

・出前講座実施時に若者向け消費者啓発リーフレット等を配布。 

・従来の集合型での講座形式だけでなく、ICT環境が整っている学校については希望に応じ 

てリモート型でも対応した。 

・３月に市内の小中学校に対して、啓発チラシを電子データにて配布予定。 
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（４）消費者教育の担い手育成、消費生活センターの周知…重点目標５ 

 ○広報紙、市ＨＰ、Facebook 等の各種媒体での情報発信やくらしのセミナーや出前講座

等を継続して実施し、より多くの市民に消費生活センターの存在を認知してもらうよう

に、各事業を推進していく。 

○消費生活展における周知。 

○消費生活サポーター養成講座等で、地域の消費者教育・見守りの担い手と相互に連携し

ていくことで、消費者被害の未然防止や相談者を速やかに消費生活センターに案内する

仕組みを構築していく。 
 

＜主な取組実績＞ 

・沼津市生活安心課 Facebookページや広報紙で、消費生活センターの PRを実施。 

・暮らしに役立つ知識を身につけていただくことを目的に、11月 30日にくらしのセミナー

を開催した（第１回：テーマ『安くて良い商品が買えるワケ～暮らしに身近な競争と表示

のはなし～』参加者 22名）令和７年２月 20日に第２回（テーマ『その年金知識、間違っ

ているかも？～知っておきたい年金のはなし～』）、令和７年３月 15 日に第３回（テーマ

『トラブルに遭わない消費者になろう～目指せ！かしこい消費者～』）を開催した。 

・令和７年２月８～９日の消費生活展（会場：イーラ de）において、消費生活に関するパネ

ル展示や啓発品配布、消費者トラブル事例紹介の動画放映等で啓発を実施した。 

・消費者月間と消費者被害防止月間において、市役所庁舎１階掲示板やマックスバリュ沼津

南店での啓発により、消費者トラブルの照会や消費生活センターの周知を図った。 

・沼津市新規採用職員研修において消費生活出前講座を実施。自身が消費者トラブルに遭わ

ないように注意するだけでなく、市職員として見守り者としての自覚も持ってほしいと依

頼した。 

・消費生活サポーターについては、２月 20 日にサポーター会議を開催し、当市における消

費者行政に関する取組の説明、サポーターとの意見交換等を行った。 

 

 

 

 

参考：「消費生活出前講座の実績状況」 

 

 R2 R3 R4 R5 R6(1 月末時点) 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 

小学校 0 0 11 307 0 0 4 64 2 154 

中学校 0 0 0 0 4 123 4 120 2 218 

高等学校 10 935 10 1,540 8 1,760 9 2,148 4 1,361 

専門学校 0 0 0 0 1 23 0 0 0 0 

自治会等 2 45 7 330 19 597 12 429 8 236 

計 12 980 28 2,177 32 2,503 32 2,761 16 1,969 
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参考：「消費生活年代別相談件数」 

 

年齢層（☆） R2 R3 R4 R5 R6(１月末時点) 

18 歳未満 27 17 9 14 10 

18～19 歳 10 6 9 8 6 

20 歳代 94 63 100 66 64 

30 歳代 115 100 95 83 54 

40 歳代 145 117 146 126 104 

50 歳代 170 143 156 133 129 

60 歳代 212 209 182 170 170 

70 歳以上 447 346 406 410 386 

その他・不明 110 93 78 102 83 

計 1,330 1,094 1,180 1,112 1,006 

 

 

（ ☆ ）「年齢層」は契約当事者の年齢層である。 

 


